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１． はじめに

公共工事は，その多くが将来にわたって国民の

生活や経済活動の基盤となる社会資本の整備を行

うものであり，その入札・契約に関して国民の疑

惑を招くことのないようにするとともに，適正な

施工を確保し，良質な社会資本整備のため，効率

的に推進されなければならない。

一方，公共工事の最近の状況について目を転じ

てみると，建設投資が大幅に縮小する中で，いわ

ゆるダンピングと言われるようなきわめて低い価

格での落札が急増している。これらは，手抜き工

表―１ 民間技術活用に向けたこれまでの取り組み

民間技術活用に向けた取り組み 備 考

H６ ・工事実績情報サービス（CORINS）の運用開始
・政府調達協定成立
・一般競争入札導入（９０年ぶりの大改革）

―

H９
・入札時VE，契約後VEの試行開始
・設計・施工一括発注方式の試行開始

―

H１１ ・総合評価方式の試行開始

H１２
・『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』
の成立（H１３．４．１より施行）

H１３ ・工事費内訳書の提出の試行開始

H１４
・総合評価方式の試行拡大（前発注金額の２割を目
標）

・『入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律』の成
立（H１５．１．６より施行）

H１５
・工事成績６５点未満の工事は実績として認めない措置
を導入（H１６より本格実施）
・工事成績を入札参加審査に反映

・電子入札の全面的導入 ・違約金特約条項の創設
・総合的なダンピング対策の実施 ・指名停止措置の強化
・コスト構造改革

H１６

・技術提案の自由度を高めた総合評価方式（岡山立
体）
・工事成績データベースの運用開始（予定）
・契約後VE方式の試行範囲の拡大（２億円以上⇒１
億円以上）
・入札後契約前VE方式の試行（予定）

・特殊法人等において交渉方式を試行的に導入（日本道路公
団，独立行政法人水資源機構，独立行政法人都市再生機構
等）
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事等の原因にもなり，公共工事の品質低下を誘発

するばかりか，健全な企業を疲弊させるものであ

る。

それでは，今後，公共工事においてどのように

入札制度の改善に取り組むべきなのか。

国土交通省においては，これまでにも「透明性・

競争性の確保」「不正行為の防止」「品質の確保」

の三つの視点から公共調達の改善に取り組んでき

た。例えば，平成１３年４月に施行された「公共工

事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律」，平成１５年６月から実施している談合があっ

た場合の違約金特約条項の追加，平成９年度以降

取り組んでいるVE方式や総合評価方式などの技

術力を活用した入札方式などがそれである（表―

１参照）。

ここでは，これまでの入札・契約制度の改善に

向けた取り組みについて振り返るとともに，より

よい調達に向けた今後の取り組みの方向性につい

て記すこととする。

２． 『品質』と『価格』

例えば，日常生活で扱っている商品を考えてみ

ると，これらは市場に広く出回るまでに，消費者

から厳しいチェックを受け，品質の確かな商品が

市場に出回ってくると言える。したがって，その

中で最も安い商品を購入しても，品質は担保され

ているわけである。

しかしながら，社会資本は調達価格が安ければ

安いなりに施工され，その品質は出来上がって初

めて，国民や自然（地震や台風など）から厳しい

審判を受けることとなりかねない。

つまり，公共工事は「安ければ安いほどよい」

というものではなく，良質な社会資本を整備する

ためには，品質に見合った適正な価格で公共工事

を実施する必要がある。また，誰が施工しても同

じ品質が確保されるというものでもなく，施工者

に任せておけば品質が確保されるというものでも

ない。品質を確保するためには，適切な技術力を

持った企業が施工することが必要であり，発注者

が適切に監督・検査を行うことにより，適正な施

工が行われているかどうかをチェックすることも

重要なのである。

すなわち，公共工事の調達においては，「価格」

のみの評価では不十分であり，競争に参加しよう

とする者の技術力や，品質を総合的に評価するこ

とが重要となってくる。また，公共工事の発注者

は，『工事費を適切に見積ること』『適切な企業を

選定すること』『工事の監督及び検査を適切に実

施すること』という責任を有していることであ

る。

３． 公共工事の品質確保に向けた
これまでの取り組み

� 技術力による競争の促進

表―２を見ていただきたい。これは国土交通省

において平成９年度以降取り組んでいるVE方式

や総合評価方式などの技術力を活用した方式実施

表―２ 国土交通省直轄工事における取り組み状況

年度 平成９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

総合評価落札方式 ― ― ２ ５ ３４ ４７２ ６１７

入札時VE（対象工事件数） ３５ １７
１８
（２）

１９
（５）

７４
（３４）

４９１
（４７２）

６８９
（６１７）

契約後VE（対象工事件数） １０１ １３４ ２８２ ３２０ １，６３８ ２，０８１ ２，２７２

設計・施工一括発注方式 ２ １ １ ４ １４ １５ １９

マネジメント技術活用方式 ― ― ― １ ５ ６ ３

（注）１．（ ）内の数字は，総合評価落札方式の案件。
２． 平成１２年度以前は，旧建設省の数値を記載。
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状況をとりまとめたものである。

総合評価方式やVE方式の概要については説明

するまでもないであろう。

表を見ていただければ一目瞭然であるが，近年

は，価格のみによらず，品質や性能なども評価し

て落札者を決定する総合評価方式に積極的に取り

組んでおり，平成１４年度は全発注金額の２割，平

成１５年度には２割以上を目標に取り組んでいると

ころである。

� 技術力をより適切に評価するための環境整備

前述したように，公共工事の発注者が有する責

任の一つとして『適切な企業を選定すること』が

ある。これは，公共工事の持つ性格を考えれば至

極簡単に導き出せる結論である。すなわち，公共

工事は契約した時点では品質ができていない，と

すれば，その工事の品質を確保できる施工能力を

持つであろうと考えられる企業を選別し，その企

業に施工させる必要がある，ということである。

それでは，企業の施工能力は何によって評価で

きるのであろうか。

第一に，発注しようとする工事と同様な技術力

が要求される工事を施工した経験があるかどうか

ということである。これについては，工事実績情

報サービス（以下，「CORINS」という）があ

り，平成６年度以降の工事実績に関する情報約１４０

万件が蓄積されている。これを活用すれば，どの

企業がいつ頃，どういった内容の工事を施工した

ことがあるかが確認できる。

しかしながら，施工経験の確認は各企業の施工

能力の評価の第一歩に過ぎない。つまり，施工し

た経験はあるが，実際には，施工管理や安全管理

等の面で不具合があった，などということもあり

うる。そこで，第二段階として，入札参加者の選

定に際して「工事成績評定結果」を活用すること

が必要となる。

上記のような考え方に立って，国土交通省にお

いては，平成１５年度から以下に着手したところで

ある。

・一定の工事成績に満たない実績については，実

績として認めない措置

・優良な工事成績を持つ企業のみが参加できる工

事の試行

・指名業者選定に際して，工事成績を今まで以上

の重みで評価

また，国土交通省においては，直轄工事の工事

成績を統合した工事成績データベースの構築を進

めている。当面は，直轄工事での活用と地方公共

団体に対する直轄工事の工事成績評定結果への情

報提供を視野に入れているが，将来的には地方公

共団体が持っている工事成績も統合していくこと

も視野に入れて検討を進めている。

第三に，技術者の能力評価である。

施工の良否は，企業の技術力もさることなが

ら，現場を担当する技術者の能力にも左右され

る。国土交通省においては，１億円以上の工事に

おいては配置予定技術者に対して過去の工事の施

工経験を要求し，前述のCORINS により確認し

ている。現在，技術者個人の情報をより容易に検

索できるようシステムの検討を進めているところ

である。

� 新たな取り組み

先にも記したように，国土交通省においては平

成９年度より，民間の技術力を引き出し公共工事

に積極的に活用していくために，さまざまな入札

契約方式に取り組んでいる。その代表的な例が総

合評価方式とVE方式である。

最近では，中部新国際空港建設工事で採用され

た方式が注目を浴びた。この方法は，長期間の安

定した取引関係を背景に，最低価格を提示した企

業からさらにVE提案を求め，企業努力を引き出

そうとする，民間の調達方式を参考とした方式で

ある。

その後，特殊法人等において，この方式を参考

に入札後に交渉を行う方式が試行されている。図

―１は，独立行政法人水資源機構において採用さ

れた方式である。この方式は，入札後に最低価格

を提示した企業からVE提案を求め，その内容に

ついて協議することによりコスト縮減を目指そう

とするものである。

また，国土交通省の直轄工事においても，これ
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図―１　独立行政法人水資源機構において�
　　　　用いられた方式�

公　　　　　　　　告�

予定価格以上� 予定価格以下�

不誠実�
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再度入札� 最低価格者を�
落札予定者に決定�

落札予定者より�
技術提案書及び工事費内訳書を提出�

技術提案内容等について協議�

協議への対応が�
不誠実か否か�

合意した内容で契約� 新たな手続き�

最低価格による入札者より技術提案を求め，�
その内容について交渉を行う方式を導入�

まで行われてきた総合評価方式をさらに発展さ

せ，技術提案の自由度をより高めた方式に取り組

んでいるところである。これまでの総合評価方式

においては発注者が標準的な仕様に基づいて予定

価格を積算し，その範囲内で技術提案を求めるた

め提案の自由度が低く，より優れた提案が得られ

にくいという課題があった。その課題解決の一方

策として，発注者から発注に係る要求要件を示

し，予定価格の作成に先立って技術提案とその費

用に関する見積りを聴取し，予定価格の作成に反

映させるというものである。当然のことながら，

不当に高い買い物とならないよう，技術提案と見

積りの内容については十分に審査することが必要

であるが，これにより，より発注者の要求する性

能に近い予定価格を設定することが可能となり，

要求に見合った買い物ができるのではないかと考

えている。

４． おわりに～『よりよい調達を
目指して』

海外の状況を見てみると，EUや米国をはじめ

とした競争的交渉方式＝価格と技術提案内容につ

いて入札参加者と交渉を重ね，バリュー・フォー・

マネーの最も優れた者を選定する方式＝の導入，

英国では価格を全く評価しないで，技術と品質の

みに着目した入札方式が導入されるなど，公共工

事の入札・契約においてより一層技術力が重要な

要素となってきている。

国土交通省の取り組みは，我が国の中では先駆

的な取り組みと言えようが，その目を地方公共団

体に向けてみると，依然として評価は価格のみで

行われているのが実態であり，総合評価方式等の

民間の技術力を活用する方式の一層の普及・拡大

を図っていくためには，国土交通省の役割はきわ

めて大きいものと考えている。

加えて，地方公共団体の中には技術職員が全く

いない団体が４分の１以上あるとも言われてい

る。このような状況では，総合評価方式等の民間

の技術力を活用する方式の導入はおろか，入札参

加者の適切な技術力評価や，工事の監督や検査す

ら満足に行うこともきわめて難しいであろう。

我が国の公共工事において，よりよい調達を如

何にして行っていくのか。

問題解決の道のりは決して生易しいものではな

いが，一歩ずつ着実に歩みを進めていきたいと考

えている。
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